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(57)【要約】
【課題】
　充電レーンを利用したバッテリ充電を行う際に、適切
な経路案内を行う。
【解決手段】
　移動体ＭＶの現在位置及びバッテリ９１０のエネルギ
残量の現在値を、取得部７４０Ａが逐次取得する。そし
て、入力部７１０に対して目的地が設定された経路探索
指令の入力が行われると、制御部７４０Ａが、走行時間
が最短となる目的地までの暫定経路を探索する。次に、
算出部７７０が、充電を行わずに移動体ＭＶが目的地に
到達することができるか否かを判定する。引き続き、当
該判定の結果が否定的のときには、検索部７６０が、暫
定経路の周辺に存在する「充電レーン」を検索する。次
いで、算出部７７０が、充電レーン走行距離を算出する
。そして、探索部７５０が、当該充電レーン走行距離及
び検索された充電レーンに関する情報に基づいて、充電
レーンの走行距離が「充電レーン走行距離」となる推奨
経路を探索する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地までの経路を探索する経路探索装置であって、
　移動体が走行することにより前記移動体が保有するバッテリへの充電を行う充電レーン
を検索する検索部と；
　前記目的地まで走行するために必要な電力量に対する前記バッテリの残電力量からの不
足分を前記検索された充電レーンを走行して充電する際に、前記移動体が充電レーンを走
行すべき走行時間及び走行距離の少なくとも一方を算出する算出部と；
　前記走行時間及び前記走行距離の少なくとも一方に基づいて、前記目的地までの経路を
探索する探索部と；
　を備えることを特徴とする経路探索装置。
【請求項２】
　前記探索部は、前記移動体が前記算出された走行時間又は走行距離にわたって充電レー
ンを走行した後の経路については、充電レーンを走行しない経路を探索する、ことを特徴
とする請求項１に記載の経路探索装置。
【請求項３】
　前記移動体が前記算出された走行時間又は走行距離にわたって充電レーンを走行した場
合には、充電レーンから外れて走行するように案内を行う案内部を更に備える、ことを特
徴とする請求項１又は２に記載の経路探索装置。
【請求項４】
　バッテリを保有する移動体に配置される端末装置であって、
　目的地まで走行するために必要な電力量に対する前記バッテリの残電力量からの不足分
を、前記移動体が走行することにより前記バッテリへの充電を行う検索された充電レーン
を走行して充電する際に、前記移動体が充電レーンを走行すべき走行時間及び走行距離の
少なくとも一方が算出され、前記走行時間及び前記走行距離の少なくとも一方に基づいて
探索された前記目的地までの経路に関する情報を受信する受信部と；
　前記受信部による受信結果に基づいて、前記探索された経路に関する情報を提示する提
示部と；
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項５】
　目的地までの経路を探索する経路探索装置において使用される経路探索方法であって、
　移動体が走行することにより前記移動体が保有するバッテリへの充電を行う充電レーン
を検索する検索工程と；
　前記目的地まで走行するために必要な電力量に対する前記バッテリの残電力量からの不
足分を前記検索された充電レーンを走行して充電する際に、前記移動体が充電レーンを走
行すべき走行時間及び走行距離の少なくとも一方を算出する算出工程と；
　前記走行時間及び前記走行距離の少なくとも一方に基づいて、前記目的地までの経路を
探索する探索工程と；
　を備えることを特徴とする経路探索方法。
【請求項６】
　目的地までの経路を探索する経路探索装置が有するコンピュータに、請求項５に記載の
経路探索方法を実行させる、ことを特徴とする経路探索プログラム。
【請求項７】
　目的地までの経路を探索する経路探索装置が有するコンピュータにより読み取り可能に
、請求項６に記載の経路探索プログラムが記録されている、ことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経路探索装置、端末装置、経路探索方法、経路探索プログラム、及び、当該
経路探索プログラムが記録された記録媒体に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、バッテリを駆動力源とする電気自動車や、バッテリを駆動力源の一部とするハイ
ブリッド車といったバッテリを駆動力源とする電動車両の普及が進んでいる。こうした電
動車両（以下、単に「車両」ともいう）の普及に伴い、当該電動車両に装備されたバッテ
リへの充電に際して、車両が停止した状態でバッテリへの充電を行うことができる「充電
スポット」が、各所に登場してきている。
【０００３】
　また、電動車両に装備されたバッテリへの他の充電方法として、車両が走行しながらバ
ッテリへの充電を行うことができる「充電レーン」の実用化計画が進められている。こう
した「充電レーン」の実用化計画に対応して、「充電レーン」及び「充電スポット」を利
用したバッテリへの充電を考慮して、目的地までの経路案内を行う技術が提案されている
（特許文献１参照：以下、「従来例」と呼ぶ）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－４７６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この従来例の技術では、車両が目的地まで走行するためにバッテリへの充電が必要であ
ると判断した場合には、経路沿いに「充電スポット」が存在する場合であっても、「充電
レーン」を経由する経路を優先的に案内するようになっている。このようにバッテリへの
充電に際して「充電レーン」の利用を優先させるのは、「充電レーン」を利用したほうが
、（ｉ）充電器側のコネクタと車両側のコネクタとを接続するといった「充電スポット」
における利用者の作業が不要となること、（ii）目的地に向かって走行しながら「充電レ
ーン」を利用したバッテリへの充電を行えば、目的地までの到達時間が短縮できること、
といった利用者にとっての利点があるためである。
【０００６】
　ところで、「充電レーン」が実用化された際には、「充電レーン」の設備投資の回収等
の観点から、「充電レーン」を利用した充電による課金は、「充電スポット」を利用した
場合と比べて、割高になることが考えられる。そして、「充電レーン」を利用した充電に
よる課金は、充電量と相関のある充電レーンの走行時間又は走行距離に応じて行われるこ
とが考えられる。したがって、充電費用の観点からすれば、「充電レーン」を利用した充
電、すなわち、充電レーンの走行は、最小限に止めるべきである。しかしながら、上述し
た従来例では、充電レーンを優先した経路案内については記載されているが、充電費用に
関する考察については、何等、言及されていない。
【０００７】
　このため、充電レーンを利用したバッテリへの充電を行う目的地までの経路を探索する
に際して、充電費用の抑制の観点から、適切な経路を探索することができる技術が望まれ
ている。かかる要請に応えることが、本発明が解決すべき課題の一つとして挙げられる。
【０００８】
　本発明は、上記の事情を鑑みてなされたものであり、充電レーンを利用したバッテリ充
電を行い、適切な経路案内を行うことができる新たな経路探索装置、端末装置及び経路探
索方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、目的地までの経路を探索する経路探索装置であって、移動体
が走行することにより前記移動体が保有するバッテリへの充電を行う充電レーンを検索す
る検索部と；前記目的地まで走行するために必要な電力量に対する前記バッテリの残電力
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量からの不足分を前記検索された充電レーンを走行して充電する際に、前記移動体が充電
レーンを走行すべき走行時間及び走行距離の少なくとも一方を算出する算出部と；前記走
行時間及び前記走行距離の少なくとも一方に基づいて、前記目的地までの経路を探索する
探索部と；を備えることを特徴とする経路探索装置である。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、バッテリを保有する移動体に配置される端末装置であって、
目的地まで走行するために必要な電力量に対する前記バッテリの残電力量からの不足分を
、前記移動体が走行することにより前記バッテリへの充電を行う検索された充電レーンを
走行して充電する際に、前記移動体が充電レーンを走行すべき走行時間及び走行距離の少
なくとも一方が算出され、前記走行時間及び前記走行距離の少なくとも一方に基づいて探
索された前記目的地までの経路に関する情報を受信する受信部と；前記受信部による受信
結果に基づいて、前記探索された経路に関する情報を提示する提示部と；を備えることを
特徴とする端末装置である。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、目的地までの経路を探索する経路探索装置において使用され
る経路探索方法であって、移動体が走行することにより前記移動体が保有するバッテリへ
の充電を行う充電レーンを検索する検索工程と；前記目的地まで走行するために必要な電
力量に対する前記バッテリの残電力量からの不足分を前記検索された充電レーンを走行し
て充電する際に、前記移動体が充電レーンを走行すべき走行時間及び走行距離の少なくと
も一方を算出する算出工程と；前記走行時間及び前記走行距離の少なくとも一方に基づい
て、前記目的地までの経路を探索する探索工程と；を備えることを特徴とする経路探索方
法である。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、目的地までの経路を探索する経路探索装置が有するコンピュ
ータに、請求項５に記載の経路探索方法を実行させる、ことを特徴とする経路探索プログ
ラムである。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、目的地までの経路を探索する経路探索装置が有するコンピュ
ータにより読み取り可能に、請求項６に記載の経路探索プログラムが記録されている、こ
とを特徴とする記録媒体である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る経路探索装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る端末装置及び経路探索装置の構成を示すブロック図
である。
【図３】本発明の第１実施例に係る経路探索装置の構成を概略的に示すブロック図である
。
【図４】図３の装置による経路探索処理を説明するためのフローチャートである。
【図５】図４の充電レーンを利用した経路探索処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図６】図３の装置による走行案内処理を説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明の第２実施例に係る端末装置及びサーバ装置の位置付けを説明するための
ブロック図である。
【図８】図７の端末装置の構成を概略的に示すブロック図である。
【図９】図７のサーバ装置の構成を概略的に示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を、添付図面を参照して説明する。なお、以下の説明及び図面
においては、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１６】



(5) JP 2015-1466 A 2015.1.5

10

20

30

40

50

　［第１実施形態］
　まず、本発明の第１実施形態を、図１を参照して説明する。
【００１７】
　＜構成＞
　図１には、第１実施形態に係る経路探索装置７００の構成がブロック図にて示されてい
る。この経路探索装置７００は、電気エネルギを駆動用のエネルギの全部として利用する
移動体ＭＶ（例えば、電気自動車）内に配置される。
【００１８】
　第１実施形態では、移動体ＭＶには、経路探索装置７００に加えて、バッテリ９１０と
、ＥＣＵ（Electrical Control Unit）９２０とが装備されている。また、移動体ＭＶに
は、提示部７９０が配置されている。
【００１９】
　上記のバッテリ９１０には、移動体ＭＶの駆動用エネルギが蓄えられる。かかる駆動用
エネルギを利用して移動体ＭＶが移動する。
【００２０】
　上記のＥＣＵ９２０は、移動体ＭＶの状態を検出する各種のセンサによる検出結果を収
集する。そして、ＥＣＵ９２０は、収集された検出結果に基づいて、移動体ＭＶの走行の
制御に有用な様々なパラメータ値を逐次導出しつつ、移動体ＭＶの走行の制御や管理を行
う。
【００２１】
　第１実施形態では、ＥＣＵ９２０により導出されるパラメータ値には、バッテリ９１０
のエネルギ残量（残電力量）の現在値が含まれている。そして、ＥＣＵ９２０は、バッテ
リ９１０のエネルギ残量の現在値を、例えば、ＣＡＮ（Controller Area Network）等の
通信プロトコルによって動作する車内通信網を介して、経路探索装置７００へ送る。
【００２２】
　上記の提示部７９０は、表示部、音出力部等を備えて構成される。提示部７９０は、経
路探索装置７００から送られた提示用データを受ける。そして、提示部７９０は、当該提
示用データに基づいて、表示出力、音出力等を行う。
【００２３】
　《経路探索装置７００の構成》
　次に、上記の経路探索装置７００の構成について、説明する。
【００２４】
　経路探索装置７００は、図１に示されるように、入力部７１０と、位置検出部７２０と
、記録部７３０とを備えている。また、経路探索装置７００は、取得部７４０Ａと、探索
部７５０と、検索部７６０と、算出部７７０とを備えている。さらに、経路探索装置７０
０は、案内部７８０を備えている。
【００２５】
　上記の入力部７１０は、キーボード等を備えて構成される。この入力部７１０に対して
、利用者が、目的地が設定された経路探索指令の入力を行うと、当該経路探索指令が取得
部７４０Ａへ送られる。
【００２６】
　上記の位置検出部７２０は、移動体ＭＶの現在位置を逐次検出する。そして、位置検出
部７２０は、検出された現在位置を取得部７４０Ａへ送る。
【００２７】
　上記の記録部７３０には、「地図情報」が記録される。かかる「地図情報」には、ノー
ド（交差点等）位置情報、ノード間を結ぶ道路リンク情報、並びに、各道路リンクの走行
時間情報及び走行距離情報、並びに、消費エネルギ情報等が含まれている。
【００２８】
　また、「地図情報」には、「充電レーン」の区間情報、充電レーンの単位走行距離又は
単位時間当たりの充電量、及び、充電料金に関する情報が含まれている。さらに、「地図
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情報」には、「充電スポット」の位置情報、充電スポットの単位時間当たりの充電量、及
び、充電料金に関する情報が含まれている。
【００２９】
　この記録部７３０には、探索部７５０、検索部７６０及び算出部７７０が、取得部７４
０Ａを介してアクセスできるようになっている。
【００３０】
　上記の取得部７４０Ａは、入力部７１０から送られた経路探索指令において設定された
目的地を取得する。また、取得部７４０Ａは、位置検出部７２０から送られた現在位置を
取得する。こうして取得された目的地及び現在位置は、探索部７５０へ送られる。また、
取得された現在位置は、案内部７８０へ送られる。
【００３１】
　また、取得部７４０Ａは、探索部７５０、検索部７６０及び算出部７７０による取得要
求に応じて、記録部７３０内の地図情報を取得する。そして、取得部７４０Ａは、取得さ
れた地図情報を、探索部７５０、検索部７６０及び算出部７７０へ送る。
【００３２】
　さらに、取得部７４０Ａは、ＥＣＵ９２０から送られたエネルギ残量の現在値を取得す
る。こうして取得されたエネルギ残量の現在値は、探索部７５０及び算出部７７０へ送ら
れる。
【００３３】
　上記の探索部７５０は、取得部７４０Ａから送られた現在位置及び目的地を受ける。ま
た、探索部７５０は、取得部７４０Ａを介して、記録部７３０内の「地図情報」を取得す
る。そして、探索部７５０は、第１実施形態では、まず、当該現在位置及び目的地に基づ
いて、地図情報を参照しつつ、走行時間が最短となる目的地までの経路を、暫定経路とし
て探索する。引き続き、探索部７５０は、探索された暫定経路に関する情報を、検索部７
６０及び算出部７７０へ送る。
【００３４】
　また、探索部７５０は、検索部７６０から送られた後述する「検索充電レーン」及び「
検索充電スポット」に関する情報、並びに、算出部７７０から送られた後述する「充電レ
ーン走行距離」を受ける。さらに、探索部７５０は、取得部７４０Ａから送られたエネル
ギ残量の現在値を受ける。そして、探索部７５０は、これらの情報に基づいて、地図情報
を参照しつつ、現在位置から目的地までの推奨経路を探索する。こうして探索された推奨
経路に関する情報は、案内部７８０及び提示部７９０へ送られる。探索部７５０による推
奨経路の探索処理の詳細については、後述する。
【００３５】
　上記の検索部７６０は、探索部７５０から送られた暫定経路に関する情報を受ける。ま
た、検索部７６０は、取得部７４０Ａを介して、記録部７３０内の「地図情報」を取得す
る。そして、検索部７６０は、暫定経路に関する情報、及び、地図情報に基づいて、暫定
経路の周辺に存在する「充電レーン」を検索する。引き続き、検索部７６０は、検索され
た充電レーン（以下、「検索充電レーン」ともいう）の区間情報を含む「検索充電レーン
」に関する情報を生成する。こうして生成された「検索充電レーン」に関する情報は、探
索部７５０へ送られる。ここで、「検索充電レーン」としては、暫定経路上に存在するも
のに限られない。
【００３６】
　また、検索部７６０は、暫定経路に関する情報、及び、地図情報に基づいて、暫定経路
の周辺に存在する「充電スポット」を検索する。そして、検索部７６０は、検索された充
電スポット（以下、「検索充電スポット」ともいう）の位置情報を含む「検索充電スポッ
ト」に関する情報を生成する。こうして生成された「検索充電スポット」に関する情報は
、探索部７５０へ送られる。ここで、「検索充電スポット」としては、暫定経路上に存在
するものに限られない。
【００３７】



(7) JP 2015-1466 A 2015.1.5

10

20

30

40

50

　上記の算出部７７０は、探索部７５０から送られた暫定経路に関する情報を受ける。ま
た、算出部７７０は、取得部７４０Ａから送られたエネルギ残量の現在値を受ける。さら
に、算出部７７０は、取得部７４０Ａを介して、記憶部７３０内の「地図情報」を取得す
る。
【００３８】
　そして、算出部７７０は、暫定経路に関する情報、及び、地図情報に基づいて、移動体
ＭＶが目的地まで走行するために必要な電力量を算出する。次いで、算出部７７０は、当
該算出された電力量とエネルギ残量の現在値とを比較し、バッテリ９１０への充電を行わ
ずに、第１所定量のエネルギ（例えば、満充電の１０％）を残しつつ、移動体ＭＶが目的
地に到達することができるか否かの第１判定を行う。引き続き、算出部７７０は、当該第
１判定の結果を、探索部７５０及び検索部７６０へ送る。ここで、「第１所定量」は、移
動体ＭＶが目的地に到達した際に、今後の走行のために充電しておくことが望ましいとの
観点から、実験、シミュレーション、経験等に基づいて、予め定めされる。
【００３９】
　また、算出部７７０は、第１判定の結果が否定的であった場合には、移動体ＭＶが目的
地まで走行するために必要な電力量、及び、エネルギ残量の現在値に基づいて、目的地ま
で走行するために移動体ＭＶが充電レーンを走行すべき走行距離（以下、「充電レーン走
行距離」ともいう）を算出する。こうして算出された「充電レーン走行距離」は、探索部
７５０へ送られる。
【００４０】
　上記の案内部７８０は、探索部７５０から送られた推奨経路に関する情報を受ける。ま
た、案内部７８０は、取得部７４０Ａから送られた現在位置を受ける。そして、案内部７
８０は、移動体ＭＶの現在位置が、推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の
始点に近づくと、充電レーンを走行するように案内を行うための走行案内情報を生成する
。こうして生成された走行案内情報は、提示部７９０へ送られる。
【００４１】
　引き続き、案内部７８０は、移動体ＭＶが充電レーン走行距離にわたって充電レーンを
走行した場合には、充電レーンから外れて走行するように案内を行うための走行案内情報
を生成する。こうして生成された走行案内情報は、提示部７９０へ送られる。
【００４２】
　＜動作＞
　上記のように構成された経路探索装置７００の動作について、経路探索処理及び走行案
内処理に、主に着目して説明する。
【００４３】
　《経路探索処理》
　まず、経路探索装置７００による経路探索処理について説明する。
【００４４】
　なお、経路探索処理に際して、位置検出部７２０からは、検出された移動体ＭＶの現在
位置が取得部７４０Ａへ逐次送られているものとする。また、ＥＣＵ９２０からは、バッ
テリ９１０のエネルギ残量の現在値が取得部７４０Ａへ逐次送られているものとする。
【００４５】
　そして、取得部７４０Ａは、当該現在位置を取得し、探索部７５０へ送っているものと
する。また、取得部７４０Ａは、当該エネルギ残量の現在値を取得し、探索部７５０及び
算出部７７０へ送っているものとする。
【００４６】
　この経路探索装置７００では、入力部７１０に対して目的地が設定された経路探索指令
の入力が行われ、その旨が入力部７１０から取得部７４０Ａへ送られると、取得部７４０
Ａが当該設定された目的地を取得する。そして、取得部７４０Ａは、取得された目的地を
探索部７５０へ送る。
【００４７】
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　取得部７４０Ａから送られた目的地を受けた探索部７５０は、当該目的地と、取得部７
４０Ａから最新に送られた現在位置とに基づいて、その時点におけるエネルギ残量を考慮
せずに、記録部７３０内の地図情報を参照しつつ、走行時間が最短となる現在位置から目
的地までの経路を、暫定経路として探索する。こうして暫定経路が探索されると、探索部
７５０は、まず、暫定経路に関する情報を、検索部７６０及び算出部７７０へ送る。
【００４８】
　暫定経路に関する情報を受けた算出部７７０は、まず、記録部７３０内の地図情報を参
照して、移動体ＭＶが目的地まで走行するために必要な電力量を算出する。そして、算出
部７７０は、算出された電力量及びエネルギ残量の現在値に基づいて、バッテリ９１０へ
の充電を行わずに、第１所定量のエネルギを残しつつ、移動体ＭＶが目的地に到達するこ
とができるか否かの第１判定を行う。引き続き、算出部７７０は、当該第１判定の結果を
、探索部７５０及び検索部７６０へ送る。
【００４９】
　ここで、以下の説明においては、肯定的な第１判定の結果を「充電不要判定」と記し、
否定的な第１判定の結果を「充電必要判定」と記すこととする。
【００５０】
　算出部７７０から送られた第１判定の結果が「充電必要判定」である場合に、暫定経路
に関する情報を受けた検索部７６０は、記録部７３０内の地図情報を参照しつつ、暫定経
路の周辺に存在する「充電レーン」及び「充電スポット」を検索する。こうして充電レー
ンが検索されると、検索部７６０は、検索された充電レーンの区間情報を含む「検索充電
レーン」に関する情報を生成し、探索部７５０へ送る。また、充電スポットが検索される
と、検索部７６０は、検索された充電スポットの位置情報を含む「検索充電スポット」に
関する情報を生成し、探索部７５０へ送る。
【００５１】
　なお、第１実施形態では、算出部７７０から送られた第１判定の結果が「充電不要判定
」である場合には、検索部７６０は、「充電レーン」及び「充電スポット」の検索を行わ
ないようになっている。
【００５２】
　次に、第１判定の結果が「充電必要判定」である場合に、算出部７７０は、記録部７３
０内の地図情報を参照して、目的地まで走行するために必要な電力量及びエネルギ残量の
現在値に基づいて、移動体ＭＶが充電レーンを走行すべき走行距離である「充電レーン走
行距離」を算出する。こうして「充電レーン走行距離」が算出されると、算出部７７０は
、当該「充電レーン走行距離」を、探索部７５０へ送る。
【００５３】
　検索部７６０から送られた「検索充電レーン」及び「充電スポット」に関する情報、並
びに、算出部７７０から送られた「充電レーン走行距離」を受けると、探索部７５０は、
現在位置から目的地までの推奨経路を探索する。かかる推奨経路の探索に際して、第１実
施形態では、探索部７５０は、まず、「検索充電レーン」に関する情報に基づいて、検索
充電スポットでの充電を行うことなく、第２所定量のエネルギ（例えば、満充電の２０％
）を残しつつ、出発位置から到達可能な検索充電レーンが存在するか否かの第２判定を行
う。そして、探索部７５０は、第２判定の結果が肯定的である場合には、当該到達可能な
充電レーンを、給電用充電レーン候補として抽出する。ここで、抽出される給電用充電レ
ーン候補としては、暫定経路上に存在するものに限られない。また、「第２所定量」は、
今後の走行のために充電しておくことが望ましいとの観点から、実験、シミュレーション
、経験等に基づいて、予め定めされる。
【００５４】
　引き続き、探索部７５０は、抽出された給電用充電レーン候補ごとに、充電レーンの走
行距離が「充電レーン走行距離」となるように、充電レーン走行区間候補を導出する。こ
こで、第１実施形態では、ある給電用充電レーン候補の区間距離が、算出された「充電レ
ーン走行距離」よりも短いときには、探索部７５０は、当該給電用充電レーン候補から目
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的地へと向かう方向に存在し、かつ、充電スポットでの充電を行うことなく到達可能な充
電レーンを、次給電用充電レーン候補として抽出する。そして、探索部７５０は、次給電
用充電レーン候補での走行距離が「充電レーン走行距離」の不足距離となるように、次充
電レーン走行区間候補を導出する。以後、充電レーンの走行距離が「充電レーン走行距離
」となるまで、上述した処理が繰り返される。
【００５５】
　なお、探索部７５０は、第２判定の結果が否定的であった場合には、まず、出発位置か
ら目的地へ向かう方向の一番近い検索充電レーンとの間に存在し、かつ、現時点のエネル
ギ残量で移動体ＭＶが到達可能な検索充電スポットを、給電用充電スポットとして抽出す
る。そして、探索部７５０は、当該給電用充電スポットを経由し、給電用充電スポットを
利用して一番近い検索充電レーンまで走行するのに必要な分のバッテリ充電を行う経路計
画を立てる。引き続き、探索部７５０は、当該一番近い検索充電レーンを、給電用充電レ
ーン候補として、充電レーン走行区間候補を導出するようになっている。
【００５６】
　また、探索部７５０は、給電用充電レーン候補の区間距離の合計が「充電レーン走行距
離」に満たないときに、給電用充電レーン候補から目的地へと向かう方向に、充電スポッ
トでの充電を行うことなく到達可能な充電レーンが存在しない場合には、移動体ＭＶが到
達可能な検索充電スポットを、給電用充電スポットとして抽出する。そして、探索部７５
０は、当該抽出された給電用充電スポットを経由し、給電用充電スポットを利用して一番
近い検索充電レーンまで走行するのに必要な分のバッテリ充電を行う経路計画を立てる。
引き続き、探索部７５０は、一番近い検索充電レーンを、給電用充電レーン候補として、
充電レーン走行区間候補を導出するようになっている。
【００５７】
　次いで、探索部７５０は、抽出された給電用充電レーン候補における充電レーン走行区
間候補を走行し、かつ、現在位置から目的地までの走行時間が最短となる経路を、記録部
７３０内の地図情報を参照しつつ、探索する。そして、探索部７５０は、当該探索された
給電用充電レーン候補を走行する経路のうちから、走行時間が最短となる経路を、推奨経
路に決定する。
【００５８】
　なお、探索部７５０は、算出部７７０から送られた第１判定の結果が「充電不要判定」
である場合に、暫定経路を推奨経路とする。
【００５９】
　こうして推奨経路が探索されると、探索部７５０は、探索された推奨経路に関する情報
を生成し、提示部７９０及び案内部７８０へ送る。この結果、推奨経路に関する情報が、
提示部７９０により出力される。
【００６０】
　《走行案内処理》
　次に、経路探索装置７００による走行案内処理について説明する。この走行案内処理は
、上述した経路探索処理により推奨経路に関する情報が生成された後に行われるようにな
っている。
【００６１】
　なお、走行案内処理に際して、位置検出部７２０からは、検出された移動体ＭＶの現在
位置が取得部７４０Ａへ逐次送られているものとする。そして、取得部７４０Ａは、当該
現在位置を取得し、案内部７８０へ送っているものとする。また、案内部７８０は、探索
部７５０から送られた「推奨経路に関する情報」を受けているものとする。
【００６２】
　かかる走行案内処理に際して、案内部７８０は、推奨経路に関する情報及び現在位置に
基づいて、目的地への誘導案内を行うための走行案内情報を生成する。かかる走行案内情
報の生成に際して、案内部７８０は、移動体ＭＶの現在位置が、推奨経路において指定さ
れた充電レーンの走行区間の始点に近づくと、充電レーンを走行するように案内を行うた
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めの走行案内情報を生成する。
【００６３】
　こうして当該走行案内情報が生成されると、案内部７８０は、生成された走行案内情報
を、提示部７９０へ送る。この結果、走行すべき充電レーンの走行区間の始点に近づくと
、充電レーンを走行すべき旨の案内が、提示部７９０により出力される。
【００６４】
　そして、案内部７８０は、移動体ＭＶの現在位置が、推奨経路において指定された充電
レーンの走行区間の終点になると、充電レーンから外れて走行するように案内を行うため
の走行案内情報を生成する。引き続き、案内部７８０は、当該走行案内情報を提示部７９
０へ送る。この結果、走行している充電レーンの走行区間の終点になると、充電レーンか
ら外れて走行するように案内を行うための案内が、提示部７９０により出力される。
【００６５】
　以上説明したように、第１実施形態では、取得部７４０Ａが、位置検出部７２０により
検出された移動体ＭＶの現在位置を取得し、当該現在位置を探索部７５０へ送る。また、
入力部７１０に対して目的地が設定された経路探索指令の入力が行われると、取得部７４
０Ａが目的地を取得し、当該目的地を探索部７５０へ送る。そして、移動体ＭＶの現在位
置及び目的地に基づいて、探索部７５０が、まず、走行時間が最短となる目的地までの経
路を、暫定経路として探索する。
【００６６】
　引き続き、算出部７７０が、取得部７４０Ａから送られたバッテリ９１０のエネルギ残
量の現在値に基づいて、バッテリ９１０への充電を行わずに、移動体ＭＶが目的地に到達
することができるか否かを判定する。そして、エネルギ残量の現在値でバッテリ充電を行
わずに、移動体ＭＶが目的地に到達することができないと判定された場合には、検索部７
６０が、暫定経路の周辺に存在する「充電レーン」を検索する。また、算出部７７０が、
移動体ＭＶが目的地まで走行するために必要な電力量に対するバッテリ９１０の残電力量
からの不足分を算出し、移動体ＭＶが充電レーンを走行すべき距離である「充電レーン走
行距離」を算出する。引き続き、探索部７５０が、「充電レーン走行距離」及び「検索充
電レーン」に関する情報に基づいて、充電レーンの走行距離が「充電レーン走行距離」と
なる推奨経路を探索する。そして、探索部７５０は、当該推奨経路に関する情報を、提示
部７９０へ送る。この結果、推奨経路に関する情報が、提示部７９０に出力される。
【００６７】
　このため、充電レーンを利用したバッテリへの充電を行う目的地までの経路を探索する
に際して、充電費用の抑制の観点から、適切な経路を探索することができる。
【００６８】
　また、第１実施形態では、推奨経路に関する情報に基づいて、移動体ＭＶの現在位置が
、推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の始点に近づくと、充電レーンを走
行するように案内を行うための走行案内情報を生成する。そして、移動体ＭＶの現在位置
が、推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の終点になると、充電レーンから
外れて走行するように案内を行うための走行案内情報を生成する。こうして生成された走
行案内情報は、提示部７９０へ送られる。
【００６９】
　このため、利用者は、充電レーンの走行を開始するタイミング、及び、充電レーンから
外れて走行するタイミングを、容易に認識することができる。
【００７０】
　したがって、第１実施形態によれば、充電レーンを利用したバッテリ充電を行う際に、
適切な経路案内を行うことができる。
【００７１】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態を、図２を参照して説明する。
【００７２】
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　＜構成＞
　図２には、第２実施形態に係る端末装置８１０及び経路探索装置８２０の構成がブロッ
ク部にて示されている。図２に示されるように、端末装置８１０は、移動体ＭＶ内に配置
され、移動体ＭＶに装備されたバッテリ９１０及びＥＣＵ９２０と接続されている。そし
て、端末装置８１０と経路探索装置８２０とは、ネットワーク８５０を介して、通信可能
となっている。
【００７３】
　なお、経路探索装置８２０は、端末装置８１０と同様に構成された他の端末装置とも通
信可能となっているが、図２においては、端末装置８１０のみが代表的に示されている。
【００７４】
　《端末装置８１０の構成》
　図２に示されるように、端末装置８１０は、入力部７１０と、位置検出部７２０と、取
得部７４０Ｂと、提示部７９０とを備えている。また、端末装置８１０は、送信部８１１
と、受信部８１２とを備えている。
【００７５】
　すなわち、端末装置８１０は、上述した第１実施形態の経路探索装置７００（図１参照
）と比べて、探索部７５０、検索部７６０、算出部７７０及び案内部７８０を備えていな
い点、取得部７４０Ａに代えて取得部７４０Ｂを備えている点、並びに、提示部７９０、
送信部８１１及び受信部８１２を更に備えている点が異なっている。以下、これらの相違
点に主に着目して説明する。
【００７６】
　上記の取得部７４０Ｂは、入力部７１０から送られた経路探索指令において設定された
目的地、及び、位置検出部７２０から送られた現在位置を取得する。また、取得部７４０
Ｂは、ＥＣＵ９２０から送られたエネルギ残量の現在値を取得する。こうして取得された
目的地及び現在位置、並びに、エネルギ残量の現在値は、端末送信データとして送信部８
１１へ送られる。
【００７７】
　上記の送信部８１１は、取得部７４０Ｂから送られた端末送信データを受ける。そして
、送信部８１１は、当該端末送信データを、ネットワーク８５０を介して、経路探索装置
８２０へ送信する。
【００７８】
　上記の受信部８１２は、経路探索装置８２０から、ネットワーク８５０を介して送られ
た推奨経路に関する情報、走行案内情報（これらの情報を、「サーバ送信データ」ともい
う）を受信する。そして、受信部８１２は、当該推奨経路に関する情報、走行案内情報を
、提示部７９０へ送る。
【００７９】
　《経路探索装置８２０の構成》
　図２に示されるように、経路探索装置８２０は、記録部７３０と、取得部７４０Ｃと、
探索部７５０と、検索部７６０と、算出部７７０、案内部７８０とを備えている。また、
経路探索装置８２０は、受信部８２１と、送信部８２２とを備えている。
【００８０】
　すなわち、経路探索装置８２０は、上述した第１実施形態の経路探索装置７００（図１
参照）と比べて、入力部７１０及び位置検出部７２０を備えていない点、取得部７４０Ａ
に代えて取得部７４０Ｃを備えている点、並びに、受信部８２１及び送信部８２２を更に
備えている点が異なっている。
【００８１】
　上記の取得部７４０Ｃは、探索部７５０、検索部７６０及び算出部７７０による取得要
求に応じて、記録部７３０内の地図情報を取得する。そして、取得部７４０Ｃは、取得さ
れた地図情報を、探索部７５０、検索部７６０及び算出部７７０へ送る。
【００８２】
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　上記の受信部８２１は、端末装置８１０から、ネットワーク８５０を介して送られた端
末送信データを受信する。そして、受信部８２１は、端末送信データに含まれる目的地及
び現在位置を、探索部７５０へ送る。また、受信部８２１は、端末送信データに含まれる
エネルギ残量の現在値を、探索部７５０及び算出部７７０へ送る。さらに、受信部８２１
は、端末送信データに含まれる現在位置を、案内部７８０へ送る。
【００８３】
　上記の送信部８２２は、探索部７５０から送られた推奨経路に関する情報を受ける。そ
して、送信部８２２は、当該推奨経路に関する情報を、ネットワーク８５０を介して、端
末装置８１０へ送信する。また、送信部８２２は、案内部７８０から送られた走行案内情
報を受ける。そして、送信部８２２は、当該走行案内情報を、ネットワーク８５０を介し
て、端末装置８１０へ送信する。
【００８４】
　以上のような端末装置８１０の構成及び経路探索装置８２０の構成では、端末装置８１
０の取得部７４０Ｂが取得した目的地及び現在位置は、送信部８１１、ネットワーク８５
０及び受信部８２１を介して、経路探索装置８２０の探索部７５０へ送られることになる
。また、端末装置８１０の取得部７４０Ｂが取得したエネルギ残量の現在値は、送信部８
１１、ネットワーク８５０及び受信部８２１を介して、経路探索装置８２０の探索部７５
０及び算出部７７０へ送られることになる。また、端末装置８１０の取得部７４０Ｂが取
得した現在位置は、送信部８１１、ネットワーク８５０及び受信部８２１を介して、経路
探索装置８２０の案内部７８０へ送られることになる。
【００８５】
　さらに、経路探索装置８２０の探索部７５０により探索された推奨経路に関する情報は
、送信部８２２、ネットワーク８５０を介して、端末装置８１０の受信部８１２へ送られ
ることになる。また、経路探索装置８２０の案内部７８０により生成された走行案内情報
は、送信部８２２、ネットワーク８５０を介して、端末装置８１０の受信部８１２へ送ら
れることになる。
【００８６】
　＜動作＞
　上記のように構成された端末装置８１０と経路探索装置８２０とが協働して実行する経
路探索処理及び走行案内処理に、主に着目して説明する。
【００８７】
　《経路探索処理》
　まず、経路探索処理について説明する。
【００８８】
　なお、経路探索処理に際して、位置検出部７２０からは、検出された移動体ＭＶの現在
位置が取得部７４０Ｂへ逐次送られているものとする。また、ＥＣＵ９２０からは、バッ
テリ９１０のエネルギ残量の現在値が取得部７４０Ｂへ逐次送られているものとする。
【００８９】
　そして、取得部７４０Ｂは、当該現在位置を取得し、ネットワーク８５０を介して経路
端末装置８２０の探索部７５０へ送っているものとする。また、取得部７４０Ｂは、当該
エネルギ残量の現在値を取得し、ネットワーク８５０を介して経路端末装置８２０の探索
部７５０及び算出部７７０へ送っているものとする。
【００９０】
　端末装置８１０の入力部７１０に対して目的地が設定された経路探索指令の入力が行わ
れ、その旨が入力部７１０から取得部７４０Ｂへ送られると、取得部７４０Ｂが当該設定
された目的地を取得する。そして、取得部７４０Ｂは、取得された目的地を、ネットワー
ク８５０を介して経路探索装置８２０の探索部７５０へ送る。
【００９１】
　目的地を受けた探索部７５０は、上述した第１実施形態の場合と同様にして、当該目的
地と、端末装置８１０から最新に送信された現在位置とに基づいて、その時点におけるエ



(13) JP 2015-1466 A 2015.1.5

10

20

30

40

50

ネルギ残量を考慮せずに、記録部７３０内の地図情報を参照しつつ、走行時間が最短とな
る現在位置から目的地までの経路を、暫定経路として探索する。こうして暫定経路が探索
されると、探索部７５０は、まず、探索された暫定経路に関する情報を、検索部７６０及
び算出部７７０へ送る。
【００９２】
　暫定経路に関する情報を受けた算出部７７０は、まず、上述した第１実施形態の場合と
同様にして、バッテリ９１０への充電を行わずに、移動体ＭＶが目的地に到達することが
できるか否かの第１判定を行う。そして、算出部７７０は、当該第１判定の結果を、探索
部７５０及び検索部７６０へ送る。
【００９３】
　算出部７７０から送られた第１判定の結果が「充電必要判定」である場合に、暫定経路
に関する情報を受けた検索部７６０は、上述した第１実施形態の場合と同様にして、「検
索充電レーン」及び「検索充電スポット」に関する情報を生成する。そして、探索部７５
０は、生成された「検索充電レーン」及び「検索充電スポット」に関する情報を、探索部
７５０へ送る。
【００９４】
　引き続き、算出部７７０は、上述した第１実施形態の場合と同様にして、「充電レーン
走行距離」を算出する。そして、算出部７７０は、算出された「充電レーン走行距離」を
、探索部７５０へ送る。
【００９５】
　検索部７６０から送られた「検索充電レーン」及び「検索充電スポット」に関する情報
、並びに、算出部７７０から送られた「充電レーン走行距離」を受けると、探索部７５０
は、上述した第１実施形態の場合と同様にして、推奨経路を探索する。そして、探索部７
５０は、探索された推奨経路に関する情報を生成し、ネットワーク８５０を介して端末装
置８１０の受信部８１２へ送る。また、探索部７５０は、当該推奨経路に関する情報を、
案内部７８０へ送る。
【００９６】
　推奨経路に関する情報を受信した受信部８１２は、当該推奨経路に関する情報を提示部
７９０へ送る。この結果、推奨経路に関する情報が、第１形態の場合と同様に、提示部７
９０により出力される。
【００９７】
　《走行案内処理》
　次に、走行案内処理について説明する。
【００９８】
　なお、走行案内処理に際して、位置検出部７２０からは、検出された移動体ＭＶの現在
位置が取得部７４０Ｂへ逐次送られているものとする。そして、取得部７４０Ｂは、当該
現在位置を取得し、ネットワーク８５０を介して経路端末装置８２０の案内部７８０へ送
っているものとする。また、案内部７８０は、探索部７５０から送られた「推奨経路に関
する情報」を受けているものとする。
【００９９】
　かかる走行案内処理に際して、案内部７８０は、推奨経路に関する情報及び現在位置に
基づいて、第１実施形態の場合と同様にして、走行案内情報を生成する。そして、案内部
７８０は、生成された走行案内情報を、ネットワーク８５０を介して端末装置８１０の受
信部８１２へ送る。
【０１００】
　走行案内情報を受信した受信部８１２は、当該走行案内情報を提示部７９０へ送る。こ
の結果、移動体ＭＶの現在位置が推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の始
点に近づくと、第１実施形態の場合と同様に、充電レーンを走行すべき旨の案内が、提示
部７９０により出力される。
【０１０１】
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　また、移動体ＭＶの現在位置が推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の終
点になると、第１実施形態の場合と同様に、充電レーンから外れて走行するように案内を
行うための案内が、提示部７９０により出力される。
【０１０２】
　以上説明したように、第２実施形態では、端末装置８１０の取得部７４０Ｂが、位置検
出部７２０により検出された移動体ＭＶの現在位置を取得し、当該現在位置を、経路探索
装置８２０の探索部７５０へ送信する。また、端末装置８１０の入力部７１０に対して目
的地が設定された経路探索指令の入力が行われると、取得部７４０Ｂが目的地を取得し、
当該目的地を、経路探索装置８２０の探索部７５０へ送信する。そして、移動体ＭＶの現
在位置及び目的地に基づいて、探索部７５０が、まず、走行時間が最短となる目的地まで
の経路を、暫定経路として探索する。
【０１０３】
　引き続き、経路探索装置８２０の算出部７７０が、端末装置８１０から送信されたバッ
テリ９１０のエネルギ残量の現在値に基づいて、バッテリ９１０への充電を行わずに、移
動体ＭＶが目的地に到達することができるか否かを判定する。そして、エネルギ残量の現
在値でバッテリ充電を行わずに、移動体ＭＶが目的地に到達することができないと判定さ
れた場合には、検索部７６０が、暫定経路の周辺に存在する「充電レーン」を検索する。
また、算出部７７０が、移動体ＭＶが目的地まで走行するために必要な電力量に対するバ
ッテリ９１０の残電力量からの不足分を算出し、移動体ＭＶが充電レーンを走行すべき距
離である「充電レーン走行距離」を算出する。引き続き、探索部７５０が、「充電レーン
走行距離」及び「検索充電レーン」に関する情報に基づいて、充電レーンの走行距離が「
充電レーン走行距離」となる経路を探索する。そして、探索部７５０は、当該推奨経路に
関する情報を、端末装置８１０へ送信する。この結果、推奨経路に関する情報が、提示部
７９０に出力される。
【０１０４】
　このため、上述した第１実施形態の場合と同様に、充電レーンを利用したバッテリへの
充電を行う目的地までの経路を探索するに際して、充電費用の抑制の観点から、適切な経
路を探索することができる。
【０１０５】
　また、第２実施形態では、推奨経路に関する情報に基づいて、移動体ＭＶの現在位置が
、推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の始点に近づくと、充電レーンを走
行するように案内を行うための走行案内情報を生成する。そして、移動体ＭＶの現在位置
が、推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の終点になると、充電レーンから
外れて走行するように案内を行うための走行案内情報を生成する。こうして生成された走
行案内情報は、端末装置８１０へ送信される。
【０１０６】
　このため、上述した第１実施形態の場合と同様に、利用者は、充電レーンの走行を開始
するタイミング、及び、充電レーンから外れて走行するタイミングを、容易に認識するこ
とができる。
【０１０７】
　したがって、本発明の第２実施形態によれば、上述した第１実施形態と同様に、充電レ
ーンを利用したバッテリ充電を行う際に、適切な経路案内を行うことができる。
【０１０８】
　［実施形態の変形］
　本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
【０１０９】
　例えば、上記の第１及び第２実施形態では、探索部は、走行時間が最短となる目的地ま
での経路を暫定経路として探索したが、走行距離が最短となる経路を暫定経路として探索
するようにしてもよい。
【０１１０】
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　また、上記の第１及び第２実施形態では、算出部は、移動体が目的地まで走行するため
に必要な電力量を算出し、当該算出された電力量とバッテリのエネルギ残量の現在値とに
基づいて、目的地まで走行するために移動体ＭＶが充電レーンを走行すべき走行距離（充
電レーン走行距離）を算出するようにした。そして、探索部は、当該充電レーン走行距離
に基づいて、目的地までの推奨経路を探索するようにした。
【０１１１】
　これに対して、算出部は、当該算出された電力量とバッテリのエネルギ残量の現在値と
に基づいて、目的地まで走行するために移動体ＭＶが充電レーンを走行すべき走行時間（
充電レーン走行時間）を算出するようにしてもよい。そして、探索部は、当該充電レーン
走行時間に基づいて、目的地までの推奨経路を探索するようにしてもよい。
【０１１２】
　また、算出部は、充電レーン走行時間及び充電レーン走行距離の両方を算出するように
してもよい。そして、探索部は、当該充電レーン走行時間及び充電レーン走行距離に基づ
いて、目的地までの経路を探索するようにしてもよい。
【０１１３】
　また、上記の第１及び第２実施形態では、探索部は、走行時間が最短となる目的地まで
の経路を推奨経路として探索したが、走行距離が最短となる経路を推奨経路として探索す
るようにしてもよい。
【０１１４】
　また、上記の第１実施形態では、経路探索装置７００が入力部７１０及び位置検出部７
２０を備え、上記の第２実施形態では、端末装置８１０が入力部７１０及び位置検出部７
２０を備えるようにした。これに対して、これらの要素のうちで、共用可能な要素を他の
装置が備えている場合には、当該共用可能な要素を利用するようにして、第１実施形態の
経路探索装置又は第２実施形態の端末装置の構成要素として、当該共用可能な要素を省略
するようにしてもよい。
【０１１５】
　また、上記の第１及び第２実施形態では、エネルギ残量の現在値が、外部のＥＣＵ９２
０から報告されることとした。これに対して、外部からのエネルギ残量の現在値の報告を
受けることが困難な場合には、エネルギ残量を検出するためのセンサ等を備える構成とし
てもよい。
【０１１６】
　また、第２実施形態では、経路探索装置８２０が、探索部と、検索部と、算出部と、案
内部とを備えるようにしたが、例えば、案内部を端末装置の構成要素にすることができる
。
【０１１７】
　また、上記の第１実施形態の経路探索装置は提示部を備えないようにしたが、第１実施
形態の経路探索装置が、提示部を備える構成としてもよい。また、上記の第２実施形態の
端末装置は提示部を備えるようにしたが、利用可能な既存の提示部が存在する場合には、
当該既存の提示部を利用するようにし、端末装置が提示部を備えない構成としてもよい。
【０１１８】
　また、上記の第１及び第２実施形態では、「充電レーン」の区間情報、「充電スポット
」の位置情報等の充電施設に関する情報は、記録部内に記録されることとした。これに対
して、当該充電施設に関する情報を、外部のシステムサーバから取得するようにしてもよ
い。
【０１１９】
　また、上記の第１及び第２実施形態では、例えば、電気自動車内に配置される装置に本
発明を適用したが、電気エネルギを駆動エネルギの一部として利用する車両（例えば、ハ
イブリッド車）に配置される装置に本発明を適用することができるのは、勿論である。
【０１２０】
　なお、上記の第１実施形態の経路探索装置の取得部、探索部、検索部、算出部及び案内
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部を、中央処理装置（ＣＰＵ：Central Processing Unit）等を備えた演算手段としての
コンピュータとして構成し、予め用意されたプログラムを当該コンピュータで実行するこ
とにより、これらの要素の処理の一部又は全部を実行するようにしてもよい。このプログ
ラムはハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録され、当該コンピュータによって記録媒体からロードされて実行される。また、
このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型記録媒体に記録された形態で取得さ
れるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワークを介した配信の形態で取得
されるようにしてもよい。
【０１２１】
　また、上記の第２実施形態の端末装置の取得部、並びに、経路探索装置の取得部、探索
部、検索部、算出部及び案内部を、中央処理装置（ＣＰＵ：Central Processing Unit）
等を備えた演算手段としてのコンピュータとして構成し、予め用意されたプログラムを当
該コンピュータで実行することにより、これらの要素の処理の一部又は全部を実行するよ
うにしてもよい。このプログラムはハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のコンピュ
ータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該コンピュータによって記録媒体からロー
ドされて実行される。また、このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型記録媒
体に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワー
クを介した配信の形態で取得されるようにしてもよい。
【実施例】
【０１２２】
　以下、本発明の実施例を、添付図面を参照して説明する。なお、以下の説明及び図面に
おいては、同一又は同等の要素については同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【０１２３】
　［第１実施例］
　まず、本発明の第１実施例を、図３～図６を主に参照して説明する。
【０１２４】
　＜構成＞
　図３には、第１実施例に係る経路探索装置１００の概略的な構成がブロック図にて示さ
れている。この経路探索装置１００は、上述した第１実施形態の経路探索装置７００（図
１参照）の一態様となっている。
【０１２５】
　経路探索装置１００は、電気エネルギを駆動エネルギの全部として利用する電気自動車
ＣＲ（以下、「車両ＣＲ」と呼ぶ）内に配置される。ここで、車両ＣＲが移動体ＭＶに対
応している。第１実施例では、車両ＣＲには、バッテリ２１０と、ＥＣＵ２２０とが装備
されている。
【０１２６】
　上記のバッテリ２１０には、車両ＣＲの駆動用エネルギが蓄えられる。かかる駆動用エ
ネルギを利用して車両ＣＲが走行する。このバッテリ２１０には、「充電レーン」及び「
充電スポット」、自宅等で駆動用エネルギが充電可能となっている。
【０１２７】
　上記のＥＣＵ２２０は、車両ＣＲの状態を検出する各種のセンサによる検出結果を収集
する。そして、ＥＣＵ２２０は、収集された検出結果に基づいて、車両ＣＲの走行の制御
に有用な様々なパラメータ値を逐次導出しつつ、車両ＣＲの走行の制御や管理を行う。
【０１２８】
　第１実施例では、ＥＣＵ２２０により導出されるパラメータ値には、バッテリ２１０の
エネルギ残量の現在値（残電力量）が含まれている。そして、ＥＣＵ２２０は、ＣＡＮ（
Controller Area Network）等の通信プロトコルによって動作する車内通信網を利用して
、バッテリ２１０のエネルギ残量の現在値を経路探索装置１００へ送る。
【０１２９】
　《経路探索装置１００の構成》
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　次に、上記の経路探索装置１００の構成について、説明する。
【０１３０】
　経路探索装置１００は、図３に示されるように、制御ユニット１１０Ａと、記憶ユニッ
ト１２０Ａとを備えている。また、経路探索装置１００は、音出力ユニット１３０と、表
示ユニット１４０と、入力ユニット１５０とを備えている。さらに、経路探索装置１００
は、センサユニット１６０と、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信ユニット１７
０とを備えている。
【０１３１】
　ここで、記憶ユニット１２０Ａは、上述した記録部７３０の機能を果たすようになって
いる。また、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０は、上述した提示部７９０の
機能を果たすようになっている。さらに、ＧＰＳ受信ユニット１７０は、上述した位置検
出部７２０の機能を果たすようになっている。
【０１３２】
　上記の制御ユニット１１０Ａは、経路探索装置１００の全体を統括制御するとともに、
様々な処理を実行する。この制御ユニット１１０Ａについては、後述する。
【０１３３】
　上記の記憶ユニット１２０Ａは、ハードディスク装置等の不揮発性の記憶装置を備えて
構成され、経路探索装置１００において利用される様々な情報データが記憶される。こう
した情報データには、地図情報１２１等が含まれている。記憶ユニット１２０Ａには、制
御ユニット１１０Ａがアクセスできるようになっている。
【０１３４】
　上記の地図情報１２１には、ノード位置情報、ノード間を結ぶ道路リンク情報、並びに
、各道路リンクの走行時間情報及び走行距離情報、並びに、消費エネルギ情報等が含まれ
ている。また、地図情報１２１には、「充電レーン」の区間情報、充電レーンの単位走行
距離又は単位時間当たりの充電量、及び、充電料金に関する情報が含まれている。さらに
、地図情報１２１には、「充電スポット」の位置情報、充電スポットの単位時間当たりの
充電量、及び、充電料金に関する情報が含まれている。
【０１３５】
　上記の音出力ユニット１３０は、スピーカを備えて構成され、制御ユニット１１０Ａか
ら受信した音声データに対応する音声を出力する。この音出力ユニット１３０は、制御ユ
ニット１１０Ａによる制御のもとで、推奨経路に関する情報、走行案内情報等の案内音声
を出力する。
【０１３６】
　上記の表示ユニット１４０は、液晶パネル等の表示デバイスを備えて構成され、制御ユ
ニット１１０Ａから受信した表示データに対応する画像を表示する。この表示ユニット１
４０は、制御ユニット１１０Ａによる制御のもとで、推奨経路に関する情報、走行案内情
報等の画像、ガイダンス情報等を表示する。
【０１３７】
　上記の入力ユニット１５０は、経路探索装置１００の本体部に設けられたキー部、及び
／又はキー部を備えるリモート入力装置等により構成される。ここで、本体部に設けられ
たキー部としては、表示ユニット１４０の表示デバイスに設けられたタッチパネルを用い
ることができる。なお、キー部を有する構成に代えて、又は併用して音声認識技術を利用
して音声にて入力する構成を採用することもできる。
【０１３８】
　この入力ユニット１５０を利用者が操作することにより、経路探索装置１００の動作内
容の設定や動作指令が行われる。例えば、目的地を指定した経路探索指令を、利用者が入
力ユニット１５０を利用して行う。こうした入力内容は、入力データとして、入力ユニッ
ト１５０から制御ユニット１１０Ａへ送られる。
【０１３９】
　上記のセンサユニット１６０は、車速センサ、加速度センサ、角速度センサ、傾斜セン
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サ等を備えて構成されている。センサユニット１６０が備える各種センサによる検出結果
は、センサデータとして制御ユニット１１０Ａへ送られる。
【０１４０】
　上記のＧＰＳ受信ユニット１７０は、複数のＧＰＳ衛星から送信された電波の受信結果
に基づいて、車両ＣＲの現在位置を算出する。また、ＧＰＳ受信ユニット１７０は、ＧＰ
Ｓ衛星から送出された日時情報に基づいて、現在時刻を計時する。これらの現在位置およ
び現在時刻に関する情報は、ＧＰＳデータとして制御ユニット１１０Ａへ送られる。
【０１４１】
　次に、上記の制御ユニット１１０Ａについて説明する。この制御ユニット１１０Ａは、
経路探索装置１００の全体を統括制御するとともに、様々な処理を実行する。この制御ユ
ニット１１０Ａは、演算手段としての中央処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路を備えて
構成されている。制御ユニット１１０Ａが様々なプログラムを実行することにより、経路
探索装置１００としての各種機能が実現されるようになっている。こうした機能の中には
、上述した第１実施形態における取得部７４０、探索部７５０、検索部７６０、算出部７
７０及び案内部７８０の機能も含まれている。かかる制御ユニット１１０Ａが実行する処
理の詳細については、後述する。
【０１４２】
　なお、制御ユニット１１０Ａが実行するプログラムは、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該記録媒体からロー
ドされて実行される。また、このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型記録媒
体に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワー
クを介した配信の形態で取得されるようにしてもよい。
【０１４３】
　この制御ユニット１１０Ａは、センサユニット１６０から受けた走行データ及びＧＰＳ
受信ユニット１７０から受けたＧＰＳデータに基づいて、記憶ユニット１２０Ａ中の地図
情報１２１を適宜参照し、利用者へのナビゲーション情報の提供処理を行う。こうしたナ
ビゲーション情報の提供処理には、（ａ）利用者が指定する地域の地図を表示ユニット１
４０の表示デバイスに表示するための地図表示、（ｂ）車両ＣＲが地図上のどこに位置す
るのか、また、どの方角に向かっているのかを算出するマップマッチング、（ｃ）車両Ｃ
Ｒの現在位置から利用者が指定する目的地までの推奨経路の探索、（ｄ）推奨経路に基づ
く走行案内情報の作成、（ｅ）マップマッチング結果や推奨経路に関する情報等を提示す
るために行われる、表示ユニット１４０を利用した案内表示を行うための制御、及び、音
出力ユニット１３０を利用した音声案内を行うための制御等の処理が含まれる。
【０１４４】
　＜動作＞
　以上のようにして構成された経路探索装置１００の動作について、制御ユニット１１０
Ａによる推奨経路の探索処理及び推奨経路計画に基づく走行案内処理に、主に着目して説
明する。
【０１４５】
　なお、センサユニット１６０からは、各種センサによる検出結果が、センサデータとし
て、制御ユニット１１０Ａへ逐次送られているものとする。また、ＥＣＵ２２０からは、
エネルギ残量の現在値が制御ユニット１１０Ａへ逐次送られているものとする。また、Ｇ
ＰＳ受信ユニット１７０からは、現在位置及び現在時刻に関する情報が、ＧＰＳデータと
して制御ユニット１１０Ａへ逐次送られているものとする。
【０１４６】
　そして、制御ユニット１１０Ａは、センサユニット１６０から送られたセンサデータ、
及び、ＧＰＳ受信ユニット１７０から送られたＧＰＳデータに基づくマップマッチングを
逐次行っているものとする。なお、制御ユニット１１０Ａは、マップマッチングにより得
られる地図上の位置を、車両ＣＲの現在位置として採用するようになっている。
【０１４７】
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　《経路探索処理》
　まず、経路探索処理について説明する。経路探索処理に際しては、図４に示されるよう
に、まず、ステップＳ１１において、制御ユニット１１０Ａが、入力ユニット１５０に対
して目的地が設定された経路探索指令が入力されたか否かを判定する。この判定の結果が
否定的であった場合には、ステップＳ１１の処理が繰り返される。
【０１４８】
　入力ユニット１５０に対して経路探索指令が入力され、ステップＳ１１における判定の
結果が肯定的となると（ステップＳ１１：Ｙ）、処理はステップＳ１２へ進む。このステ
ップＳ１２では、制御ユニット１１０Ａが、経路探索指令において指定されている目的地
と、最新に送られた現在位置とに基づいて、記憶ユニット１２０Ａ内の地図情報１２１を
参照しつつ、暫定経路の探索を行う。第１実施例では、制御ユニット１１０Ａは、その時
点におけるエネルギ残量を考慮せずに、走行時間が最短となる現在位置から目的地までの
経路を、暫定経路として探索するようになっている。
【０１４９】
　次に、ステップＳ１３において、制御ユニット１１０Ａが、エネルギ残量の現在値に基
づいて、バッテリ２１０への充電を行わずに、第１所定量のエネルギを残しつつ、車両Ｃ
Ｒが目的地まで到達することができるか否かを判定（第１判定）する。かかる判定は、制
御ユニット１１０Ａが、地図情報１２１を参照して、車両ＣＲが目的地まで走行するため
に必要な電力量を算出し、当該算出された電力量とエネルギ残量の現在値とを比較するこ
とにより行われる。この判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ１３：Ｙ）には、
処理は、後述するステップＳ１６へ進む。
【０１５０】
　一方、ステップＳ１３における判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ１３：Ｎ
）には、処理はステップＳ１４へ進む。このステップＳ１４では、制御ユニット１１０Ａ
が、地図情報１２１を参照して、暫定経路の周辺に存在する充電レーンを「検索充電レー
ン」として検出する。また、制御ユニット１１０Ａは、暫定経路の周辺に存在する充電ス
ポットを「検索充電スポット」として抽出する。この後、処理はステップＳ１５へ進む。
このステップＳ１５では、「充電レーンを利用した経路探索処理」が行われる。このステ
ップＳ１５の処理の詳細については、後述する。
【０１５１】
　次いで、ステップＳ１６において、制御ユニット１１０Ａが、推奨経路に基づいて、推
奨経路に関する情報を生成する。ここで、ステップＳ１３における判定の結果が肯定的で
あった場合には、制御ユニット１１０Ａは、暫定経路を推奨経路に決定し、推奨経路に関
する情報を生成する。また、ステップＳ１３における判定の結果が否定的であった場合に
は、制御ユニット１１０Ａは、ステップＳ１５において決定された推奨経路に基づいて、
推奨経路に関する情報を生成するようになっている。引き続き、制御ユニット１１０Ａは
、生成された推奨経路に関する情報を、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０を
利用して、利用者に提示する。そして、処理はステップＳ１７へ進む。
【０１５２】
　ステップＳ１７では、制御ユニット１１０Ａが、推奨経路に基づく走行計画（以下、「
推奨経路走行計画」ともいう）で、車両ＣＲが目的地に到達することができるか否かを判
定する。かかる判定は、車両ＣＲの目的地へ向けた走行時において、充電レーンを利用し
た充電計画を含む経路の再探索が不要であるか否かを判断するために行われる。具体的に
は、例えば、車両ＣＲが渋滞に巻き込まれる等して、予測以上にエネルギが消費され、現
在の推奨経理計画に従った充電計画では、目的地に到達できない場合等に否定的な判定結
果となる。この判定は、制御ユニット１１０Ａが、逐次、取得している車両ＣＲの現在位
置及びエネルギ残量の現在値、地図情報１２１、並びに、推奨経路に関する情報に基づい
て行われる。
【０１５３】
　このステップＳ１７における判定の結果が肯定的であった場合（ステップＳ１７：Ｙ）
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、すなわち、充電レーンを利用した充電計画を含む経路の再探索が不要であると判断され
たときには、ステップＳ１７の処理が繰り返される。一方、ステップＳ１７における判定
の結果が否定的であった場合（ステップＳ１７：Ｎ）、すなわち、充電レーンを利用した
充電計画を含む経路の再探索が必要であると判断されたときには、処理はステップＳ１１
へ戻る。この後、ステップＳ１２～Ｓ１７の処理が繰り返される。
【０１５４】
　（充電レーンを利用した経路探索処理）
　次に、上述したステップＳ１５における「充電レーンを利用した経路探索処理」につい
て説明する。
【０１５５】
　この「充電レーンを利用した経路探索処理」に際して、図５に示されるように、まず、
ステップＳ２１において、「充電レーン走行距離」を算出する。かかる「充電レーン走行
距離」の算出に際して、制御ユニット１１０Ａは、車両ＣＲが目的地まで走行するために
必要な電力量に対するバッテリ２１０の残電力量からの不足分を算出する。次に、制御ユ
ニット１１０Ａは、地図情報１２１を参照して、充電レーンを走行して当該不足分を充電
する際に、車両ＣＲが充電レーンを走行すべき走行距離である「充電レーン走行距離」を
算出する。
【０１５６】
　引き続き、ステップＳ２２において、給電用充電レーン候補の抽出処理、及び、当該給
電用充電レーン候補ごとの経路探索処理を行う。かかる処理に際して、制御ユニット１１
０Ａは、まず、「検索充電レーン」に関する情報に基づいて、検索充電スポットでの充電
を行うことなく、第２所定量のエネルギを残しつつ、到達可能な検索充電レーンが存在す
るか否かの第２判定を行う。そして、制御ユニット１１０Ａは、第２判定の結果が肯定的
である場合には、当該到達可能な充電レーンを、給電用充電レーン候補として抽出する。
【０１５７】
　次いで、制御ユニット１１０Ａは、抽出された給電用充電レーン候補ごとに、充電レー
ンの走行距離が「充電レーン走行距離」となるように、充電レーン走行区間候補を導出す
る。ここで、ある給電用充電レーン候補の区間距離が、算出された「充電レーン走行距離
」よりも短いときには、制御ユニット１１０Ａは、当該給電用充電レーン候補から目的地
へと向かう方向に存在し、かつ、充電スポットでの充電を行うことなく到達可能な充電レ
ーンを、次給電用充電レーン候補として抽出する。そして、制御ユニット１１０Ａは、次
給電用充電レーン候補での走行距離が「充電レーン走行距離」の不足距離となるように、
次充電レーン走行区間候補を導出する。以後、制御ユニット１１０Ａは、充電レーンの走
行距離が「充電レーン走行距離」となるまで、上述した処理を繰り返すことで、給電用充
電レーン候補ごとの経路探索処理を行う。
【０１５８】
　なお、制御ユニット１１０Ａは、上述した第２判定の結果が否定的であった場合には、
第１実施例では、まず、出発位置に一番近い検索充電レーンとの間に存在し、かつ、現時
点のエネルギ残量で車両ＣＲが到達可能な検索充電スポットを、給電用充電スポットとし
て抽出する。そして、制御ユニット１１０Ａは、当該給電用充電スポットを経由し、給電
用充電スポットを利用して一番近い検索充電レーンまで走行するのに必要な分のバッテリ
充電を行う経路計画を立てる。引き続き、制御ユニット１１０Ａは、一番近い検索充電レ
ーンを、給電用充電レーン候補として、充電レーン走行区間候補を導出する。
【０１５９】
　また、制御ユニット１１０Ａは、給電用充電レーン候補の区間距離の合計が「充電レー
ン走行距離」に満たないときに、給電用充電レーン候補から目的地へと向かう方向に、充
電スポットでの充電を行うことなく到達可能な充電レーンが存在しない場合には、車両Ｃ
Ｒが到達可能な検索充電スポットを、給電用充電スポットとして抽出する。そして、制御
ユニット１１０Ａは、当該抽出された給電用充電スポットを経由し、給電用充電スポット
を利用して一番近い検索充電レーンまで走行するのに必要な分のバッテリ充電を行う経路
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計画を立てる。引き続き、制御ユニット１１０Ａは、一番近い検索充電レーンを、給電用
充電レーン候補として、充電レーン走行区間候補を導出するようになっている。
【０１６０】
　引き続き、ステップＳ２３において、制御ユニット１１０Ａは、抽出された給電用充電
レーン候補ごとに探索された当該給電用充電レーン候補を走行する経路のうちから、走行
時間が最短となる経路を、推奨経路に決定する。こうして、推奨経路が決定されると、ス
テップＳ１５の処理が終了し、処理は、上述した図４のステップＳ１６へ進む。
【０１６１】
　《走行案内処理》
　次に、走行案内処理について説明する。この走行案内処理は、上述した経路探索処理に
より推奨経路が探索され、車両ＣＲが「推奨経路走行計画」に沿って走行しているときに
行われる。
【０１６２】
　走行案内処理に際しては、図６に示されるように、まず、ステップＳ３１において、制
御ユニット１１０Ａが、車両ＣＲの現在位置が、「推奨経路走行計画」において指定され
た充電レーンの走行区間の始点に近づいたか否かを判定する。この判定の結果が否定的で
あった場合（ステップＳ３１：Ｎ）には、ステップＳ３１の処理が繰り返される。
【０１６３】
　車両ＣＲの現在位置が、充電すべき充電レーンの走行区間の始点に近づき、ステップＳ
３１における判定の結果が肯定的になると（ステップＳ３１：Ｙ）、処理はステップＳ３
２へ進む。このステップＳ３２では、制御ユニット１１０Ａが、充電レーンを走行するよ
うに案内を行うための第１種走行案内情報を生成する。そして、制御ユニット１１０Ａは
、生成された第１種走行案内情報を、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０へ送
る。この結果、充電レーンを走行すべき旨の案内が、音出力ユニット１３０及び表示ユニ
ット１４０を利用して、利用者に提示される。
【０１６４】
　引き続き、ステップＳ３３において、制御ユニット１１０Ａが、車両ＣＲの現在位置が
、「推奨経路走行計画」において指定された充電レーンの走行区間の終点になったか否か
を判定する。この判定の結果が否定的であった場合（ステップＳ３３：Ｎ）には、ステッ
プＳ３３の処理が繰り返される。
【０１６５】
　車両ＣＲの現在位置が、充電すべき充電レーンの走行区間の終点になり、ステップＳ３
３における判定の結果が肯定的になると（ステップＳ３３：Ｙ）、処理はステップＳ３４
へ進む。このステップＳ３４では、制御ユニット１１０Ａが、充電レーンから外れて走行
するように案内を行うための第２種走行案内情報を生成する。そして、制御ユニット１１
０Ａは、生成された第２種走行案内情報を、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４
０へ送る。この結果、充電レーンから外れて走行すべき旨の案内が、音出力ユニット１３
０及び表示ユニット１４０を利用して、利用者に提示される。この後、処理はステップＳ
３１へ戻る。
【０１６６】
　以後、上記のステップＳ３１～Ｓ３４の処理が繰り返されて、走行案内処理が行われる
。
【０１６７】
　以上説明したように、第１実施例では、制御ユニット１１０Ａが、車両ＣＲの現在位置
、及び、バッテリ２１０のエネルギ残量の現在値を、逐次取得する。そして、入力ユニッ
ト１５０に対して目的地が設定された経路探索指令の入力が行われると、制御ユニット１
１０Ａは、まず、走行時間が最短となる目的地までの暫定経路を探索する。次に、制御ユ
ニット１１０Ａは、バッテリ２１０への充電を行わずに車両ＣＲが目的地に到達すること
ができるか否かを判定し、当該判定の結果が否定的であった場合には、暫定経路の周辺に
存在する「充電レーン」を検索する。
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【０１６８】
　次いで、制御ユニット１１０Ａは、現在位置、エネルギ残量の現在値、地図情報、充電
レーンに関する情報等に基づいて、車両ＣＲが充電レーンを走行すべき距離である充電レ
ーン走行距離を算出する。引き続き、制御ユニット１１０Ａは、当該充電レーン走行距離
、及び、「検索充電レーン」に関する情報に基づいて、充電レーンの走行距離が「充電レ
ーン走行距離」となる推奨経路を探索する。こうして推奨経路が探索されると、制御ユニ
ット１１０Ａの制御により、推奨経路に関する情報が、音出力ユニット１３０及び表示ユ
ニット１４０を利用して、利用者に提示される。
【０１６９】
　このため、充電レーンを利用したバッテリへの充電を行う目的地までの経路を探索する
に際して、充電費用の抑制の観点から、適切な経路を探索することができる。
【０１７０】
　また、第１実施例では、推奨経路に関する情報に基づいて、車両ＣＲの現在位置が、推
奨経路において指定された充電レーンの走行区間の始点に近づくと、充電レーンを走行す
べき旨の案内が、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０を利用して、利用者に提
示される。そして、車両ＣＲの現在位置が、推奨経路において指定された充電レーンの走
行区間の終点になると、充電レーンから外れて走行すべき旨の案内が、音出力ユニット１
３０及び表示ユニット１４０を利用して、利用者に提示される。
【０１７１】
　このため、利用者は、充電レーンの走行を開始するタイミング、及び、充電レーンから
外れて走行するタイミングを、容易に認識することができる。
【０１７２】
　したがって、第１実施例によれば、充電レーンを利用したバッテリ充電を行う際に、適
切な経路案内を行うことができる。
【０１７３】
　［第２実施例］
　次に、本発明の第２実施例を、図７～図９を主に参照して説明する。この第２実施例は
、上述した第２実施形態（図２参照）の一態様となっている。
【０１７４】
　＜構成＞
　図７には、第２実施例に係る端末装置３００、及び、サーバ装置４００の配置関係が示
されている。なお、端末装置３００は、第２実施形態における端末装置８１０の一態様で
あり、サーバ装置４００は、第２実施形態における経路探索装置８２０の一態様である。
【０１７５】
　図７に示されるように、端末装置３００は、車両ＣＲ内に配置されるようになっている
。この車両ＣＲには、上述した第１実施例の場合と同様に、バッテリ２１０と、ＥＣＵ２
２０とが装備されている。
【０１７６】
　サーバ装置４００は、車両ＣＲの外に配置される。そして、端末装置３００とサーバ装
置４００とは、ネットワーク５００を介して、通信可能となっている。
【０１７７】
　なお、サーバ装置４００は、端末装置３００と同様に構成された他の端末装置とも通信
可能となっているが、図７においては、端末装置３００のみが代表的に示されている。
【０１７８】
　《端末装置３００の構成》
　図８には、端末装置３００の概略的な構成がブロック図にて示されている。図８に示さ
れるように、端末装置３００は、上述した第１実施例の経路探索装置１００と比べて、制
御ユニット１１０Ａに代えて制御ユニット１１０Ｂを備える点、記憶ユニット１２０Ａに
代えて記憶ユニット３１０を備える点、無線通信ユニット３２０を備える点が異なってい
る。ここで、無線通信ユニット３２０は、上述した送信部８１１及び受信部８１２の機能
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を果たすようになっている。以下、これらの相違点に主に着目して説明する。
【０１７９】
　上記の制御ユニット１１０Ｂは、中央処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路を備えて構
成され、端末装置３００の全体を統括制御する。この制御ユニット１１０Ｂが様々なプロ
グラムを実行することにより、端末装置３００としての各種機能が実現されるようになっ
ている。こうした機能の中には、上述した第２実施形態における取得部７４０Ｂの機能も
含まれている。
【０１８０】
　制御ユニット１１０Ｂは、ＧＰＳ受信ユニット１７０から受けたＧＰＳデータを取得し
、取得されたＧＰＳデータに基づいて、現在位置及び現在時刻を特定する。そして、制御
ユニット１１０Ｂは、無線通信ユニット３２０を利用し、特定された現在位置を、端末送
信データとして、ネットワーク５００を介してサーバ装置４００へ送信する。
【０１８１】
　また、制御ユニット１１０Ｂは、ＥＣＵ２２０から送られたエネルギ残量の現在値を取
得する。そして、制御ユニット１１０Ｂは、無線通信ユニット３２０を利用し、取得され
たエネルギ残量の現在値を、端末送信データとして、ネットワーク５００を介してサーバ
装置４００へ送信する。
【０１８２】
　また、制御ユニット１１０Ｂは、入力ユニット１５０から送られた入力データを受ける
。そして、当該入力データに目的地を指定した経路探索指令が含まれている場合には、制
御ユニット１１０Ｂは、無線通信ユニット３２０を利用し、当該経路探索指令を、端末送
信データとして、ネットワーク５００を介してサーバ装置４００へ送信する。
【０１８３】
　さらに、制御ユニット１１０Ｂは、サーバ装置４００から送信され、ネットワーク５０
０を介して無線通信ユニット３２０が受信した推奨経路に関する情報、「充電レーン」の
走行案内情報を受ける。そして、制御ユニット１１０Ｂは、受信した推奨経路に関する情
報、走行案内情報等を提示するために行われる、表示ユニット１４０を利用した案内表示
を行うための制御、及び、音出力ユニット１３０を利用した音声案内を行うための制御を
行う。
【０１８４】
　また、制御ユニット１１０Ｂは、「充電レーン」の走行案内情報に基づいて、「充電レ
ーン」の走行案内情報を利用者に提示するための行われる表示ユニット１４０及び音出力
ユニット１３０の制御を行う。
【０１８５】
　この制御ユニット１１０Ｂが実行するプログラムは、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該記録媒体からロード
されて実行される。また、このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型記録媒体
に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワーク
を介した配信の形態で取得されるようにしてもよい。
【０１８６】
　なお、制御ユニット１１０Ｂが実行する処理の詳細については、後述する。
【０１８７】
　上記の記憶ユニット３１０は、ハードディスク装置等の不揮発性の記憶装置を備えて構
成され、端末装置３００において利用される様々な情報データが記憶される。記憶ユニッ
ト３１０には、制御ユニット１１０Ｂがアクセスできるようになっている。
【０１８８】
　上記の無線通信ユニット３２０は、制御ユニット１１０Ｂから送られた端末送信データ
を受ける。そして、無線通信ユニット３２０は、当該端末送信データを、ネットワーク５
００を介してサーバ装置４００へ送信する。
【０１８９】
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　また、無線通信ユニット３２０は、サーバ装置４００からネットワーク５００を介して
送信されたサーバ送信データを受信する。そして、無線通信ユニット３２０は、当該サー
バ送信データを制御ユニット１１０Ｂへ送る。ここで、無線通信ユニット３２０は、上述
した送信部８１１及び受信部８１２の機能を果たすようになっている。
【０１９０】
　《サーバ装置４００の構成》
　図９には、サーバ４００の概略的な構成がブロック図にて示されている。図９に示され
るように、サーバ装置４００は、制御ユニット１１０Ｃと、記憶ユニット１２０Ｃと、外
部通信ユニット４１０とを備えている。
【０１９１】
　上記の制御ユニット１１０Ｃは、中央処理装置（ＣＰＵ）及びその周辺回路を備えて構
成され、サーバ装置４００の全体を統括制御する。この制御ユニット１１０Ｃが様々なプ
ログラムを実行することにより、サーバ装置４００としての各種機能が実現されるように
なっている。こうした機能の中には、上述した第２実施形態における取得部７４０Ｃ、探
索部７５０、検索部７６０、算出部７７０及び案内部７８０の機能も含まれている。
【０１９２】
　この制御ユニット１１０Ｃが実行するプログラムは、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、当該記録媒体からロード
されて実行される。また、このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型記録媒体
に記録された形態で取得されるようにしてもよいし、インターネットなどのネットワーク
を介した配信の形態で取得されるようにしてもよい。
【０１９３】
　なお、制御ユニット１１０Ｃが実行する処理の詳細については、後述する。
【０１９４】
　上記の記憶ユニット１２０Ｃは、ハードディスク装置等の不揮発性の記憶装置を備えて
構成され、サーバ装置４００において利用される様々な情報データが記憶される。こうし
た情報データには、上述した地図情報１２１等が含まれている。記憶ユニット１２０Ｃに
は、制御ユニット１１０Ｃがアクセスできるようになっている。ここで、記憶ユニット１
２０Ｃは、上述した記録部７３０の機能を果たすようになっている。
【０１９５】
　上記の外部通信ユニット４１０は、端末装置３００からネットワーク５００を介して送
信された端末送信データを受信する。そして、外部通信ユニット４１０は、当該端末送信
データを制御ユニット１１０Ｃへ送る。
【０１９６】
　また、外部通信ユニット４１０は、制御ユニット１１０Ｃから送られたサーバ送信デー
タを受ける。そして、外部通信ユニット４１０は、当該サーバ送信データを、ネットワー
ク５００を介して端末装置３００へ送信する。ここで、外部通信ユニット４１０は、上述
した受信部８２１及び送信部８２２の機能を果たすようになっている。
【０１９７】
　以上のような端末装置３００の構成及びサーバ装置４００の構成では、制御ユニット１
１０Ｂから出力された端末送信データは、無線通信ユニット３２０、ネットワーク５００
及び外部通信ユニット４１０を介して、制御ユニット１１０Ｃへ送られることになる。ま
た、制御ユニット１１０Ｃから出力されたサーバ送信データは、外部通信ユニット４１０
、ネットワーク５００及び無線通信ユニット３２０を介して、制御ユニット１１０Ｂへ送
られることになる。
【０１９８】
　＜動作＞
　以上のようにして構成された端末装置３００とサーバ装置４００とが協働して実行する
推奨経路の探索処理及び推奨経路計画に基づく走行案内処理に、主に着目して説明する。
【０１９９】
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　なお、ＥＣＵ２２０からは、エネルギ残量の現在値が端末装置３００の制御ユニット１
１０Ｂへ逐次送られているものとする。また、ＧＰＳ受信ユニット１７０からは、現在位
置及び現在時刻に関する情報が、ＧＰＳデータとして制御ユニット１１０Ｂへ逐次送られ
ているものとする。
【０２００】
　そして、端末装置３００では、制御ユニット１１０Ｂが、ＥＣＵ２２０から送られたエ
ネルギ残量の現在値を受けるたびに、当該エネルギ残量の現在値をサーバ装置４００の制
御ユニット１１０Ｃへ送信しているものとする。また、制御ユニット１１０Ｂは、ＧＰＳ
受信ユニット１７０から送られたＧＰＳデータを受けるたびに、当該ＧＰＳデータを制御
ユニット１１０Ｃへ送信しているものとする。
【０２０１】
　また、端末装置３００では、制御ユニット１１０Ｂが、入力ユニット１５０から送られ
た入力データとして目的地が設定された経路探索指令を受けると、当該経路探索指令を制
御ユニット１１０Ｃへ送信するようになっている。
【０２０２】
　《経路探索処理》
【０２０３】
　まず、経路探索処理について説明する。
【０２０４】
　この経路探索処理では、サーバ装置４００では、端末装置３００から送られた経路探索
指令を受けると、制御ユニット１１０Ｃが、上述した第１実施例における制御ユニット１
１０Ａが実行するステップＳ１２～Ｓ１７（図４，５参照）の処理と同様の処理を実行し
、推奨経路に関する情報を生成する。そして、制御ユニット１１０Ｃは、生成された推奨
経路に関する情報を、端末装置３００へ送信する。
【０２０５】
　推奨経路に関する情報を受信した端末装置３００では、制御ユニット１１０Ｂが、当該
推奨経路に関する情報を、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０を利用して、利
用者に提示する。
【０２０６】
　《走行案内処理》
　次に、走行案内処理について説明する。この走行案内処理は、上述した経路探索処理に
より推奨経路が探索され、車両ＣＲが「推奨経路走行計画」に沿って走行しているときに
行われる。
【０２０７】
　この走行案内処理では、サーバ装置４００の制御ユニット１１０Ｃが、上述した第１実
施例における制御ユニット１１０Ａが実行するステップＳ３１～Ｓ３４（図６参照）の処
理と同様の処理を実行し、第１種走行案内情報、第２種走行案内情報を生成する。そして
、制御ユニット１１０Ｃは、生成された第１種走行案内情報、第２種走行案内情報を、端
末装置３００へ送信する。
【０２０８】
　端末装置３００が第１種走行案内情報を受信したときには、制御ユニット１１０Ｂは、
当該第１種走行案内情報を、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０へ送る。この
結果、充電レーンを走行すべき旨の案内が、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４
０を利用して、利用者に提示される。
【０２０９】
　また、端末装置３００が第２種走行案内情報を受信したときには、制御ユニット１１０
Ｂは、当該第２種走行案内情報を、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０へ送る
。この結果、充電レーンから外れて走行すべき旨の案内が、音出力ユニット１３０及び表
示ユニット１４０を利用して、利用者に提示される。
【０２１０】
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　以上説明したように、第２実施例では、端末装置３００の制御ユニット１１０Ｂが、車
両ＣＲの現在位置、及び、バッテリ２１０のエネルギ残量の現在値を、逐次取得し、サー
バ装置４００へ送信する。そして、端末装置３００の入力ユニット１５０に対して目的地
が設定された経路探索指令の入力が行われると、制御ユニット１１０Ｂが、当該経路探索
指令をサーバ装置４００へ送信する。サーバ装置４００では、制御ユニット１１０Ｃが、
まず、走行時間が最短となる目的地までの暫定経路を探索する。次に、制御ユニット１１
０Ｃは、バッテリ２１０への充電を行わずに車両ＣＲが目的地に到達することができるか
否かを判定し、当該判定の結果が否定的であった場合には、暫定経路の周辺に存在する「
充電レーン」を検索する。
【０２１１】
　次いで、制御ユニット１１０Ｃは、現在位置、エネルギ残量の現在値、地図情報、充電
レーンに関する情報等に基づいて、車両ＣＲが充電レーンを走行すべき距離である充電レ
ーン走行距離を算出する。引き続き、制御ユニット１１０Ｃは、当該充電レーン走行距離
、及び、「検索充電レーン」に関する情報に基づいて、充電レーンの走行距離が「充電レ
ーン走行距離」となる推奨経路を探索する。そして、制御ユニット１１０Ｃは、生成され
た推奨経路に関する情報を、端末装置３００へ送信する。こうして推奨経路に関する情報
が端末装置３００に送信されると、制御ユニット１１０Ｂによる制御により、推奨経路に
関する情報が、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０を利用して、利用者に提示
される。
【０２１２】
　また、第２実施例では、上述した第１実施例と同様に、推奨経路に関する情報に基づい
て、車両ＣＲの現在位置が、推奨経路において指定された充電レーンの走行区間の始点に
近づくと、充電レーンを走行すべき旨の案内が、音出力ユニット１３０及び表示ユニット
１４０を利用して、利用者に提示される。そして、車両ＣＲの現在位置が、推奨経路にお
いて指定された充電レーンの走行区間の終点になると、充電レーンから外れて走行すべき
旨の案内が、音出力ユニット１３０及び表示ユニット１４０を利用して、利用者に提示さ
れる。
【０２１３】
　このため、利用者は、充電レーンの走行を開始するタイミング、及び、充電レーンから
外れて走行するタイミングを、容易に認識することができる。
【０２１４】
　したがって、第２実施例によれば、上述した第１実施例と同様に、充電レーンを利用し
たバッテリ充電を行う際に、適切な経路案内を行うことができる。
【０２１５】
　［実施例の変形］
　本発明は、上記の実施例に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
【０２１６】
　例えば、上記の実施例では、走行時間の長短に考慮して目的地までの推奨経路を探索す
るようにしたが、走行距離の長短を考慮して、目的地までの推奨経路を探索するようにし
てもよい。
【０２１７】
　また、上記の第１及び第２実施例では、上述の第１及び第２判定において目的地まで走
行するために必要な電力量を地図データより取得し直接利用することとしたが、例えば、
移動体ＭＶの電力消費特性や過去の走行実績等に基づいた係数を当該電力量に乗じて利用
しても良い。
【０２１８】
　また、上記の第１及び第２実施例では、上述の第１及び第２判定を車両のバッテリのエ
ネルギ残量と、目的地まで走行するために必要な電力量とを比較することによって行うこ
ととしたが、例えば、外部のＥＣＵ２２０より取得した推定航続可能距離情報と目的地ま
での距離とを比較することによって行うことにしても良い。
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　また、上記の第１及び第２実施例では、バッテリのエネルギ残量の現在値が、外部のＥ
ＣＵ２２０から経路探索装置、端末装置に報告されるものとした。これに対して、外部の
ＥＣＵ２２０から情報を受けることが困難な場合には、エネルギ残量の現在値を検出する
ためのセンサ等を、経路探索装置、端末装置が備える構成としてもよい。
【０２２０】
　また、上記の第１及び第２実施例では、電気自動車内に配置される装置に本発明を適用
したが、電気エネルギを駆動エネルギの一部として利用する車両（例えば、ハイブリッド
車）に配置される装置に本発明を適用することができるのは、勿論である。
【０２２１】
　また、上記の第１及び第２実施例については、上述した第１及び第２実施形態に対する
変形と同様の変形を適宜施すことができる。
【符号の説明】
【０２２２】
　１００　　…　経路探索装置
　１１０Ａ　…　制御ユニット（探索部、検索部、算出部、案内部）
　１１０Ｃ　…　制御ユニット（探索部、検索部、算出部、案内部）
　１３０　　…　音出力ユニット（提示部）
　１４０　　…　表示ユニット（提示部）
　３００　　…　端末装置
　３２０　　…　無線通信ユニット（受信部）
　４００　　…　サーバ装置（経路探索装置）
　７００　　…　経路探索装置
　７５０　　…　探索部
　７６０　　…　検索部
　７７０　　…　算出部
　７８０　　…　案内部
　７９０　　…　提示部
　８１０　　…　端末装置
　８１１　　…　送信部
　８１２　　…　受信部
　８２０　　…　経路探索装置
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